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【
税
の
百
人
一
首
】あ
き
ら
め
ず　

働
い
た
分　

国
の
た
め　

納
め
ら
れ
て
く　

使
わ
れ
て
い
く(

本
郷
北
小
学
校
６
年　

黒く
ろ
い
た板　

美み
は
る春)

　

年
度
末
年
度
始
め
の
住
民
異
動
の
集
中
す
る
下
記
の
期
間
、

窓
口
業
務
を
延
長
し
ま
す
。

▼ 

取
扱
業
務
＝

　

転
入
転
出
届
等
、
及
び
そ
れ
ら
に
伴
う
関
連
手
続
き

▼
取
扱
窓
口
＝

　

住
民
生
活
課
・
福
祉
課
・
健
康
課
・
上
下
水
道
課

▼
期
間
及
び
時
間
＝

３
月
31
日
（
木
）
午
後
５
時
15
分～

午
後
７
時
15
分

４
月
１
日
（
金
）

４
月
２
日
（
土
）
午
前
８
時
30
分～

午
後
０
時
30
分

３
日
（
日
）

４
日
（
月
）
午
後
５
時
15
分～

午
後
７
時
15
分

５
日
（
火
）

※ 

手
続
内
容
に
よ
っ
て
は
、
当
日
処
理
で
き
な
い
場
合
が
あ
り

ま
す
。
ご
不
明
の
と
き
は
、
事
前
に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ

い
。

▼
問
い
合
わ
せ
先
＝

　

総
務
課　

秘
書
庶
務
係　
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▼
勤
務
内
容
＝
一
般
事
務
補
助

▼ 

勤
務
時
間
＝
基
本
は
月
曜
日
～
金
曜
日
の
午
前
8
時
30
分

～
午
後
5
時
15
分

　

土
・
日
曜
日
、
祝
日
は
休
み

▼
勤
務
場
所
＝
上
三
川
町
役
場

▼
賃
金
等
＝
日
額
6
、0
0
0
円　

交
通
費
は
別
途
支
給

▼
年
次
有
給
休
暇
＝
契
約
の
月
数
に
応
じ
て
付
与

▼ 

保
険
へ
の
加
入
＝
勤
務
時
間
や
日
数
に
よ
っ
て
は
、
健
康
保

険
、
厚
生
年
金
保
険
、
雇
用
保
険
が
適
用
と
な
り
ま
す

▼ 

申
込
方
法
＝
「
上
三
川
町
臨
時
職
員
登
録
申
請
書
」
に
必

要
事
項
を
記
入
し
、
総
務
課
窓
口
へ
提
出
く
だ
さ
い
。
申
請

書
は
総
務
課
に
ご
ざ
い
ま
す
。
ま
た
、
上
三
川
町
の
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
か
ら
も
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き
ま
す
。

▼ 

そ
の
他
＝
登
録
完
了
後
に
つ
き
ま
し
て
は
、
随
時
各
職
場
に

お
い
て
臨
時
職
員
を
任
用
す
る
必
要
が
出
た
場
合
に
電
話
に

て
連
絡
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

▼
問
い
合
わ
せ
先
＝

　

総
務
課　

秘
書
庶
務
係　
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○�

国
土
利
用
計
画
上
三
川
町
計
画
（
案
）

　

上
三
川
町
に
お
け
る
今
後
の
土
地
利
用
の
基
本
方
向
を

示
す
た
め
、
「
国
土
利
用
計
画
上
三
川
町
計
画
（
案
）
」
に
つ

い
て
、
平
成
27
年
11
月
12
日
（
木
）
～
平
成
27
年
12
月
11
日

（
金
）
に
パ
ブ
リ
ッ
ク
・
コ
メ
ン
ト
を
実
施
し
ま
し
た
。

　

そ
の
結
果
、
意
見
等
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
の
で
、
お
知
ら

せ
し
ま
す
。

○�

上
三
川
町
第
７
次
総
合
計
画
（
案
）

　

「
上
三
川
町
第
７
次
総
合
計
画
（
案
）
」
に
つ
い
て
、
平
成

27
年
11
月
12
日
（
木
）
～
平
成
27
年
12
月
11
日
（
金
）
に
パ
ブ

リ
ッ
ク
・
コ
メ
ン
ト
を
実
施
し
ま
し
た
。

　

そ
の
結
果
、
意
見
等
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
の
で
、
お
知
ら

せ
し
ま
す
。

▼
問
い
合
わ
せ
先
＝

　

企
画
課　

政
策
調
整
係　

�
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○
上
三
川
町
生
活
排
水
処
理
構
想
（
案
）

　

効
率
的
か
つ
的
確
に
生
活
排
水
処
理
施
設
の
整
備
を
推
進

す
る
た
め
、
「
上
三
川
町
生
活
排
水
処
理
構
想
（
案
）
」
に
つ

い
て
、
平
成
27
年
12
月
10
日
（
木
）
～
平
成
28
年
１
月
８
日

（
金
）
に
パ
ブ
リ
ッ
ク
・
コ
メ
ン
ト
を
実
施
し
ま
し
た
。

　

そ
の
結
果
、
意
見
等
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
の
で
、
お
知
ら

せ
し
ま
す
。

▼
問
い
合
わ
せ
先
＝

　

上
下
水
道
課　

下
水
道
係　

�
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窓
口
業
務
の
土
日
開
庁
・

平
日
時
間
延
長
の
お
知
ら
せ

臨
時
職
員
の
登
録
を

募
集
し
て
い
ま
す

パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト
の

実
施
結
果
に
つ
い
て
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「
親
が
病
気
や
ケ
ガ
を
し
て
し
ま
っ
た
」「
親
か
ら
虐
待
を
受
け
、
家
庭
に
お
い

て
お
け
な
い
」「
子
ど
も
を
望
ん
で
い
な
い
の
に
妊
娠
し
て
し
ま
い
、
生
ま
れ
て
く

る
子
を
育
て
ら
れ
な
い
」
等
、
様
々
な
事
情
に
よ
り
家
庭
で
暮
ら
す
こ
と
が
で
き

な
い
子
ど
も
た
ち
が
い
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
な
子
ど
も
た
ち
を
、
実
の
親
に
か
わ
り
、
家
庭
的
な
環
境
の
も
と
で

養
育
す
る
た
め
に
里
親
制
度
が
あ
り
ま
す
。

　

栃
木
県
で
は
、
よ
り
多
く
の
県
民
の
方
々
に
里
親
制
度
を
知
っ
て
い
た
だ
き
、

里
親
に
な
っ
て
い
た
だ
け
る
方
を
求
め
て
い
ま
す
。
里
親
に
な
る
た
め
に
は
特
別

な
資
格
は
必
要
あ
り
ま
せ
ん
。
子
ど
も
の
養
育
に
理
解
が
あ
り
、
熱
意
と
愛
情
を

持
っ
て
い
る
方
で
一
定
の
要
件
を
満
た
し
て
い
れ
ば
里
親
に
な
る
こ
と
が
で
き
ま

す
。

　

子
ど
も
の
た
め
に
何
か
を
し
て
あ
げ
た
い
と
考
え
て
い
る
方
、
子
ど
も
を
養
育

し
て
み
た
い
方
・
・
・
・
・

　

あ
な
た
も
里
親
に
な
り
ま
せ
ん
か
!!

　

里
親
に
な
る
た
め
の
手
続
き
等
の
詳
細
や
里
親
制
度
に
関
し
て
の
問
い
合
わ
せ

は
左
記
ま
で
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

▼
問
い
合
わ
せ
先
＝

　

栃
木
県
中
央
児
童
相
談
所
相
談
調
査
課　

里
親
担
当
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①
ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品
っ
て
な
に
？

　

先
発
医
薬
品
の
特
許
期
間
が
す
ぎ
る
と
、
他
の
医
薬

品
メ
ー
カ
ー
も
同
様
の
薬
の
製
造
販
売
が
可
能
に
な
り

ま
す
。
こ
う
し
た
医
薬
品
の
総
称
が
ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医

薬
品
（
後
発
医
薬
品
）
で
す
。

②
な
ん
で
安
い
の
？

　

先
発
医
薬
品
の
開
発
が
10
年
～
15
年
、
莫
大
な
開
発

費
用
が
必
要
と
い
わ
れ
る
の
に
対
し
て
、
ジ
ェ
ネ
リ
ッ

ク
医
薬
品
の
開
発
期
間
は
3
年
～
5
年
な
の
で
研
究
費

用
も
低
く
な
り
ま
す
。
そ
の
た
め
、
薬
の
価
格
が
安
く

な
る
の
で
す
。

③
効
き
目
や
安
全
性
は
？

　

ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品
は
先
発
医
薬
品
と
同
じ
有
効

成
分
の
薬
で
す
の
で
、
有
効
性
や
安
全
性
は
確
認
さ
れ

て
い
ま
す
。
ま
た
、
厚
生
労
働
省
が
承
認
し
て
い
ま
す

の
で
、
治
療
学
的
に
も
先
発
医
薬
品
と
同
レ
ベ
ル
で
あ

る
薬
だ
け
が
製
造
販
売
さ
れ
て
い
ま
す
。

④
ど
の
よ
う
な
利
点
が
あ
る
？

　

先
発
医
薬
品
を
す
べ
て
ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品
の
普

及
は
、
患
者
様
の
お
薬
代
の
負
担
が
軽
く
な
り
、
医
療

保
険
財
政
の
改
善
に
も
つ
な
が
り
ま
す
。

⑤
ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品
を
使
用
す
る
に
は
？

　

病
院
や
診
療
所
な
ど
の
医
療
機
関
を
受
診
し
た
と
き

に
医
師
に
相
談
す
る
か
、
調
剤
薬
局
で
薬
剤
師
に
相
談

し
て
み
ま
し
ょ
う
。

　

た
だ
し
、
薬
に
よ
っ
て
は
ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品
が

な
い
場
合
も
あ
り
ま
す
。

☆
国
民
健
康
保
険
の
加
入
者
で
平
成
27
年
11
月
に
処
方

さ
れ
た
お
薬
を
ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品
に
切
り
替
え
た

場
合
、
お
薬
代
の
自
己
負
担
額
が
ど
の
く
ら
い
減
額
に

な
る
か
を
示
し
た
差
額
通
知
を
今
月
発
送
す
る
予
定
で

す
（
※
一
定
以
上
の
差
額
が
生
じ
る
方
の
み
通
知
と
な

り
ま
す
）

▼
問
い
合
わ
せ
先
＝

　

保
険
課　

国
保
年
金
係
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—
里
親
に
な
り
ま
せ
ん
か
!!—

ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品
を
利
用
し
ま
し
ょ
う

ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品
Ｑ
＆
Ａ


